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平成２４年第１回定例会

別 海 町 議 会 会 議 録

第２号（平成２４年３月９日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○議事日程

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第 ４号 平成２４年度別海町一般会計予算

日程第 ３ 議案第 ５号 平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予算

日程第 ４ 議案第 ６号 平成２４年度別海町下水道事業特別会計予算

日程第 ５ 議案第 ７号 平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計予算

日程第 ６ 議案第 ８号 平成２４年度別海町介護保険特別会計予算

日程第 ７ 議案第 ９号 平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計予算

日程第 ８ 議案第１０号 平成２４年度町立別海病院事業会計予算

日程第 ９ 議案第１１号 平成２４年度別海町水道事業会計予算

日程第１０ 議案第２０号 別海町水道事業及び町立別海病院事業の利益及び資本剰余

金の処分等に関する条例の制定について

日程第１１ 議案第２１号 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の

一部を改正する条例の制定について

日程第１２ 議案第２２号 別海町土地対策委員会設置条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第１３ 議案第２３号 別海町町税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１４ 議案第２４号 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１５ 議案第２５号 別海町乳幼児等医療費に対する付加給付条例の一部を改正

する条例の制定について

日程第１６ 議案第２６号 別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例

の制定ついて

日程第１７ 議案第２７号 別海町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１８ 議案第２８号 別海町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

日程第１９ 議案第２９号 別海町立公園条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２０ 議案第３０号 別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２１ 議案第３１号 別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２２ 議案第３２号 別海町地域振興住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第２３ 議案第３３号 別海町公民館条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２４ 議案第３４号 別海町図書館設置条例の一部を改正する条例の制定につい
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て

日程第２５ 議案第３５号 別海町少年会館設置条例を廃止する条例の制定について

日程第２６ 議案第３６号 町立別海病院建設基金条例を廃止する条例の制定について

日程第２７ 議案第３７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

日程第２８ 議案第３８号 公の施設に係る指定管理者の指定について

日程第２９ 議案第４０号 町道の路線認定及び廃止について

日程第３０ 同意第 １号 根室町村等公平委員会委員の選任について

○会議に付した事件

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 議案第 ４号 平成２４年度別海町一般会計予算

日程第 ３ 議案第 ５号 平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予算

日程第 ４ 議案第 ６号 平成２４年度別海町下水道事業特別会計予算

日程第 ５ 議案第 ７号 平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計予算

日程第 ６ 議案第 ８号 平成２４年度別海町介護保険特別会計予算

日程第 ７ 議案第 ９号 平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計予算

日程第 ８ 議案第１０号 平成２４年度町立別海病院事業会計予算

日程第 ９ 議案第１１号 平成２４年度別海町水道事業会計予算

日程第１０ 議案第２０号 別海町水道事業及び町立別海病院事業の利益及び資本剰余

金の処分等に関する条例の制定について

日程第１１ 議案第２１号 別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例等の

一部を改正する条例の制定について

日程第１２ 議案第２２号 別海町土地対策委員会設置条例の一部を改正する条例の制

定について

日程第１３ 議案第２３号 別海町町税条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１４ 議案第２４号 別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１５ 議案第２５号 別海町乳幼児等医療費に対する付加給付条例の一部を改正

する条例の制定について

日程第１６ 議案第２６号 別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例

の制定ついて

日程第１７ 議案第２７号 別海町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

日程第１８ 議案第２８号 別海町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一

部を改正する条例の制定について

日程第１９ 議案第２９号 別海町立公園条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２０ 議案第３０号 別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

日程第２１ 議案第３１号 別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２２ 議案第３２号 別海町地域振興住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

日程第２３ 議案第３３号 別海町公民館条例の一部を改正する条例の制定について

日程第２４ 議案第３４号 別海町図書館設置条例の一部を改正する条例の制定につい
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日程第２５ 議案第３５号 別海町少年会館設置条例を廃止する条例の制定について

日程第２６ 議案第３６号 町立別海病院建設基金条例を廃止する条例の制定について

日程第２７ 議案第３７号 北海道市町村総合事務組合規約の変更について

日程第２８ 議案第３８号 公の施設に係る指定管理者の指定について

日程第２９ 議案第４０号 町道の路線認定及び廃止について

日程第３０ 同意第 １号 根室町村等公平委員会委員の選任について

○出席議員（１７名）

１番 木 嶋 悦 寛 ２番 松 壽 孝 雄

３番 森 本 一 夫 ４番 今 西 和 雄

５番 西 原 浩 ６番 沓 澤 昌

７番 小 林 敏 之 ８番 安 部 政 博

９番 瀧 川 榮 子 １１番 丹 羽 勝 夫

１２番 松 政 勝 １３番 戸 田 博 義

１４番 戸 田 憲 悦 １５番 中 村 忠 士

１６番 佐 藤 雄 副議長 １７番 安 田 輝 男

議 長 １８番 渡 政

○欠席議員（ １名）

１０番 山 田 信

○出席説明員

町 長 水 沼 猛 副 町 長 磯 田 俊 夫

教 育 長 山 口 長 伸 代表監査委員 鈴 木 英 世

監 査 委 員 下川原 洋 総 務 部 長 小 守 正

福 祉 部 長 田 村 秀 男 産業振興部長 土 井 一 典

建設水道部長 根 本 幸 三 教 育 部 長 大 島 登

監査委員事務局長 半 田 雅 代 農委事務局長 森 本 哲 男

病 院 事 務 長 真 籠 毅 会 計 管 理 者 上 月 昭 彦

総 務 部 次 長 有 田 博 喜 福 祉 部 次 長 松 本 光 永

福 祉 部 次 長 齋 藤 英 彦 福 祉 部 次 長 松 壽 和 広

産業振興部次長 笠 原 悦 雄 建設水道部次長 天 田 豊

総 務 課 長 宮 部 正 好 総合政策課長 有 田 博 喜

財 政 課 長 竹 中 仁 総 務 課 参 事 佐 藤 則 夫

税 務 課 長 田 保 圭 乙 福 祉 課 長 佐 藤 英 敏

福 祉 課 参 事 清 水 純 夫 町 民 課 長 齋 藤 英 彦

特養建設準備室長 松 本 光 永 保 健 課 長 佐々木 勉

老 健 事 務 長 清 尾 昌 弘 デイサービスセンター施設長 中 澤 庄 一

農 政 課 長 山 崎 茂 環境特別推進室長 登 藤 和 哉

水産みどり課長 笠 原 悦 雄 商工観光課長 岡 田 一 芳

管 理 課 長 小 西 健 夫 事 業 課 長 天 田 豊
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事業課技術長
山 岸 英 一 上下水道課長 永 野 寛 昭

(病院建設準備室長)

学 務 課 長 藤 原 繁 光 生涯学習課長 下 地 哲

図 書 館 長 中 川 浩 中央公民館長 佐 藤 清 美

病院事務課長 佐 藤 一 彦

○議会事務局出席職員

事 務 局 長 佐 藤 次 春 主 幹 山 田 一 志

○会議録署名議員

１２番 松 政 勝 １３番 戸 田 博 義

１５番 中 村 忠 士
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開会 午前 ９時５５分

──────────────────────────────────

◎開会宣告

○議長（渡 政 君） 会議に入ります前に申し上げます。

今会期中は、広報及び報道関係者の写真撮影を許可しておりますので、申し上げておき

ます。

若干時間前でございますが、皆さんおそろいでございますので始めたいと思います。

ただいまから、２日目の会議を開きます。

ただいま出席している議員は、１６名であります。定足数に達しておりますので、直ち

に本日の会議を開きます。

なお、欠席議員は１０番山田議員、遅参議員は１４番戸田憲悦議員でございます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

──────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（渡 政 君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において指名いたします。

１２番松 政勝議員、１３番戸田博義議員、１５番中村忠士議員、以上３名を指名いた

します。

ここでお諮りします。

提出されております日程第１０ 議案第２０号から日程第３０ 同意第１号までの２１

件については、会議規則第３９条第３項の規定に基づき、委員会の付託は省略したいと思

います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、日程第１０ 議案第２０号から日程第３０ 同意第１号までの２１件につ

いては、委員会の付託は省略することに決定しました。

──────────────────────────────────

◎日程第２ 議案第４号から日程第９ 議案第１１号まで

○議長（渡 政 君） 日程第２ 議案第４号平成２４年度別海町一般会計予算、日程第

３ 議案第５号平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予算、日程第４ 議案第６号平

成２４年度別海町下水道事業特別会計予算、日程第５ 議案第７号平成２４年度別海町介

護サービス事業特別会計予算、日程第６ 議案第８号平成２４年度別海町介護保険特別会

計予算、日程第７ 議案第９号平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計予算、日程第

８ 議案第１０号平成２４年度町立別海病院事業会計予算、日程第９ 議案第１１号平成

２４年度別海町水道事業会計予算の８件については、一括議題といたします。

内容について順次説明を求めますが、ここで、説明者に申し上げます。

この８件の新年度予算については、予算審査特別委員会を設置し、詳細な審査をしたい

と考えておりますので、内容については要点のみにとどめて説明をお願いいたします。

まず、それでは、議案第４号平成２４年度別海町一般会計予算の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（小守 正君） 議案第４号の内容説明を申し上げます。
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別冊の平成２４年度別海町一般会計予算書の１ページをお開きください。

議案第４号平成２４年度別海町一般会計予算。

平成２４年度別海町一般会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１４７億９,５００万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

第３条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、４０

億円と定める。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算。

まず、歳入です。

款の金額で御説明申し上げます。

１款町税、１項から５項で２０億４,００９万１,０００円。

２款地方譲与税、１項と２項で４億１６０万円。

３款利子割交付金、１項で５２０万円。

４款配当割交付金、１項で８０万円。

５款株式等譲渡所得割交付金、１項で６０万円。

６款地方消費税交付金、１項で１億４,２００万円。

７款自動車取得税交付金、１項で６,０００万円。

８款国有提供施設等所在市町村助成交付金、１項で４,０４３万９,０００円。

９款地方特例交付金、１項で１,４９０万円。

１０款地方交付税、１項で６７億６,５００万円。

１１款交通安全対策特別交付金、１項で４４６万８,０００円。

１２款分担金及び負担金、１項と２項で３億９２３万１,０００円。

１３款使用料及び手数料、１項から３項で２億９,４１４万３,０００円。

１４款国庫支出金、１項から３項で１０億２３６万９,０００円。

１５款道支出金、１項から３項で１２億３,０２５万７,０００円。

１６款財産収入、１項と２項で５,２４８万円。

１７款寄附金、１項で１０万円。

次に、４ページです。

１８款繰入金、１項で６億１,１５９万５,０００円。

１９款繰越金、１項で１,０００万円。

２０款諸収入、１項から５項で５億２,７５２万７,０００円。

２１款町債、１項で１２億８,２２０万円。

歳入合計で、１４７億９,５００万円とするものです。

次に、５ページをお開きください。

歳出です。
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１款議会費、１項で９,４１４万６,０００円。

２款総務費、１項から６項で９億１,９０６万９,０００円。

３款民生費、１項と２項で２１億９５２万１,０００円。

４款衛生費、１項と２項で１７億１,８５６万６,０００円。

５款労働費、１項で６００万８,０００円。

６款農林水産業費、１項から４項で２５億２５万４,０００円。

７款商工費、１項で１億７,２０２万８,０００円。

次、６ページ。

８款土木費、１項から５項で１５億４,６８０万円。

９款消防費、１項で５億３,７６７万円。

１０款教育費、１項から６項で１０億４,３５８万５,０００円。

１１款災害復旧費、１項と２項で７万円。

１２款公債費、１項で１９億１,２７３万９,０００円。

１３款給与費、１項で２２億４５４万４,０００円。

１４款予備費、１項で３,０００万円。

歳出合計で１４７億９,５００万円とするものです。

次に、８ページをお開きください。

第２表、地方債です。

起債の目的は、中春別へき地保育園改築事業、こちらから次の９ページの中春別中学校

耐震改修事業までの、全部で２４事業と臨時財政対策債１件で、限度額の合計になります

が、１２億８,２２０万円でございます。

起債の方法は普通貸借または証券発行、利率は３.０％以内、ただし、利率見直し方式

で借り入れる公的資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利

率。償還の方法は、公的資金については、その融資条件により、その他の場合にはその債

権者と協定する。ただし、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰

上償還、もしくは低利に借り換えすることができるというものでございます。

次に、１１ページの歳入歳出予算事項別明細書の説明は省略させていただきまして、２

４１ページの給与費明細書の説明を申し上げます。

２４１ページをお開きください。

こちらは給与費明細書となります。

初めに、１の特別職で比較の欄で御説明申し上げます。表の左下の比較でございます。

その他の特別職で４３４名の減、給与費の報酬で３８０万円の減。計でも同じく３８０

万円の減となります。共済費につきましては、議員で１,２６８万１,０００円の減、合計

で議員が１,２６８万１,０００円の減、その他の特別職で３８０万円の減、合計でも１,

６４８万１,０００円の減となるものです。

次に、２４２ページをお開きください。

２のこちらは一般職になります。

（1）の総括の職員数は前年度と比較いたしまして４名の増です。給与費の給料は１,１

００万円の増、職員手当は９４万円の増、計では１,１９４万円の増となります。

共済費では５２３万円の増、合計でも１,７１７万円の増額となるものでございます。

以下、職員手当の内訳、あるいは２４３ページの給料及び職員手当の増減額の明細のほ

か、この後２４４ページから２４７ページまで説明がありますけれども、この内容の説明
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は省略をさせていただきたいと思います。

次に、２４８ページをお開きください。

こちらは債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額、ま

たは支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書となります。

北海道市町村職員共済組合投資住宅賃貸料、平成１３年度議決分、以下、２４８ページ

から２６１ページまでございます。２６１ページまで全部で９３件ございますが、合計の

欄で申し上げたいと思います。ページをめくっていただきまして、２６１ページをお開き

ください。

債務負担の合計で、限度額につきましては４８億４,３３８万９,０００円、前年度末ま

での支出見込み額は１３億５,５２１万２,０００円、当該年度以降の支出予定額は２４億

６,５８０万４,０００円。なお、上段の括弧内の数字につきましては本年度の支出の予算

額となります。

支出予定額の財源内訳は、国庫支出金が４億２４４万１,０００円、その他が９億４９

８万９,０００円、一般財源は１１億５,８３７万４,０００円というものでございます。

次に、２６２ページをお開きください。

こちらは地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現

在高の見込みに関する調書でございます。

区分１の公共事業等債から、一番下１６のその他までの合計で、平成２２年度末現在高

につきましては、１６３億８,５６３万６,０００円、平成２３年度末の現在高見込み額が

１６１億７,０９５万７,０００円、平成２４年度中の増減見込み額のうち、平成２４年度

中起債見込み額が１２億８,２２０万円、平成２４年度中、元金償還見込み額が１６億６,

４２６万６,０００円、平成２４年度末現在高の見込み額につきましては、１５７億８,８

８９万１,０００円となる見込みとなっております。

なお、この地方債の残高につきましては、平成１３年度の２０９億８５万９,０００円

をピークに年々減少しております。今後も表の区分の１３にあります臨時財政対策債を除

く地方債の発行を７億円から８億円程度に抑制しながら、健全な財政運営を行うこととし

ております。

以上で、議案第４号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第５号平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予

算、議案第７号平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計予算、議案第８号平成２４

年度別海町介護保険特別会計予算、議案第９号平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会

計予算の４件について、順次説明を求めます。

福祉部長。

○福祉部長（田村秀男君） 議案第５号平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予算の

内容説明を申し上げます。

別冊の予算書をごらん願います。

本予算は例年のとおり、医療費あるいは課税所得の不確定、さらに制度上の各種支援

金、拠出金、納付金の確定が４月に示されることから、６月の２定で肉づけを行う骨格予

算となっております。

それでは、１ページをごらんください。

平成２４年度別海町国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。
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歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２３億４,７００万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、一時借入金。

地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は、５,

０００万円と定める。

第３条、歳出予算の流用。

地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

（1）保険給付費に計上した負担金・補助及び交付金にかかる予算額に過不足を生じた

場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

次に、２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。

先に３ページの歳出から御説明いたします。

１款総務費２,１０５万２,０００円。

２款保険給付費１４億１,９２２万円。

３款後期高齢者支援金等３億７,９６３万２,０００円。

４款前期高齢者納付金等４４万１,０００円。

５款老人保健拠出金１万７,０００円。

６款介護納付金１億６,９８３万９,０００円。

７款共同事業拠出金３億３,４６１万６,０００円。

８款保健事業費１,９７９万６,０００円。

４ページに移ります。

９款諸支出金１３８万７,０００円。

１０款予備費１００万円。

歳出合計で２３億４,７００万円とするものでございます。

次に、２ページにお戻り願います。

歳入です。

１款国民健康保険税９億２,３３８万３,０００円。

２款国庫支出金５億９,６８４万７,０００円。

３款療養給付費等交付金４,８９０万５,０００円。

４款前期高齢者交付金８,６３０万円。

５款道支出金１億６,８４３万円。

６款共同事業交付金３億６９０万円。

７款繰入金１億４,７２６万円。

８款繰越金１万円。

９款諸収入６,８９６万５,０００円。

歳入合計で、２３億４,７００万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は省略させていただきます。

２５ページをお開き願います。

給与費明細書でございます。

１の特別職、これは国民健康保険運営協議会委員にかかわるものでございますが、下段
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の比較の欄で説明いたします。

特別職７人は前年と変わりありません。給与費も前年同様でございます。

以上で、平成２４年度別海町国民健康保険特別会計予算の説明といたします。

続きまして、議案第７号平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計予算の内容説明

を申し上げます。

別冊の予算書、１ページをごらん願います。

平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９億９８０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

２ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。款のみで説明させていただきます。

まず、歳入です。

１款介護サービス費４億６,６６３万６,０００円。

２款使用料及び手数料９,１７３万２,０００円。

３款国庫支出金３９０万円。

４款財産収入４９万８,０００円。

５款繰入金３億３,２１０万円。

６款繰越金１万円。

７款諸収入１,４９２万４,０００円。

歳入合計で、９億９８０万円とするものでございます。

次に、３ページの歳出です。

１款介護サービス事業費３億８,９６２万円。

２款公債費６,８６２万８,０００円。

３款給与費４億４,８５５万２,０００円。

４款予備費３００万円。

歳出合計で９億９８０万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は省略をさせていただきまして、２５ページをお開き願いま

す。

給与費明細書ございます。

１の一般職、表下段の比較の欄で御説明いたします。

職員数は３人の減でございます。訪問看護ステーションの看護師１名、それから特別養

護老人ホームの介護員２名の内訳となってございます。

それから、給与費の給料で４９７万円の減、それから職員手当で３３７万３,０００円

の減。給与費の計で８３４万３,０００円の減。共済費で１４２万７,０００円の減。合計

で９７７万円の減となるものでございます。

次の職員手当の内訳、以下につきましては説明を省略させていただきます。

次に、３１ページをお開きください。

地方債の前々年度末における現在高並びに現年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書です。

区分の合計欄で申し上げます。
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平成２２年度末の現在高、８億３,１６６万３,０００円、次の平成２３年度末の現在高

見込み額７億８,０６２万８,０００円、それから平成２４年度中の増減の見込みでござい

ますけれども、起債の見込み額はございません。元金償還見込み額でございますけれども

５,２３０万５,０００円、平成２４年度末の現在高の見込み額では７億２,８３２万３,０

００円となるものでございます。

なお、区分欄の病院事業でございますけれども、内容は老人保健施設、それから訪問看

護ステーション及び医療技術職員住宅の建設の３事業にかかる分でございます。

その下の厚生福祉施設整備事業ですが、これはデイサービスセンター建設にかかる分で

ございます。

以上で、平成２４年度別海町介護サービス事業特別会計予算の説明とさせていただきま

す。

続きまして、議案第８号平成２４年度別海町介護保険特別会計予算の内容説明を申し上

げます。

別冊の予算書、１ページをごらんください。

平成２４年度別海町介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９億２,６５０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

３ページをお開きください。

第１表、歳入歳出予算です。款のみで説明させていただきます。

歳入です。

１款保険料１億５,３２９万７,０００円。

２款分担金及び負担金３４万１,０００円。

３款国庫支出金２億１,９６０万３,０００円。

４款支払基金交付金２億５,８７０万４,０００円。

５款道支出金１億４,３２０万５,０００円。

６款財産収入２万４,０００円。

７款繰入金１億５,０３４万９,０００円。

８款繰越金１万円。

９款諸収入９６万７,０００円。

歳入合計で、９億２,６５０万円とするものでございます。

４ページをお開き願います。

歳出です。

１款総務費１,５４０万５,０００円

２款保険給付費８億８,８３５万１,０００円。

３款地域支援事業費１,８２５万４,０００円。

４款基金積立金１万８,０００円。

５款諸支出金１４７万２,０００円。

６款予備費３００万円。

歳出合計で９億２,６５０万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は省略させていただきまして、２３ページをお開き願いま
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す。

給与費の明細書ございます。

１の特別職、介護認定審査会委員、それから高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

策定委員会委員にかかわるものでございますけれども、下段の比較の欄で御説明申し上げ

ます。

特別職の人数には変わりはございません。給与費の報酬で１４万６,０００円の減につ

いては、委員会の開催回数の減によるものでございます。

以上で、平成２４年度別海町介護保険特別会計予算の内容説明とさせていただきます。

続きまして、議案第９号平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計予算の内容説明を

申し上げます。

別冊の予算書、１ページをごらんください。

平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億４,１７０万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

３ページをお開き願います。

第１表、歳入歳出予算です。款のみで説明させていただきます。

歳入です。

１款後期高齢者医療保険料９,５２８万円。

２款繰入金４,６１９万９,０００円。

３款繰越金１,０００円。

４款諸収入２２万円。

歳入合計で、１億４,１７０万円とするものでございます。

次に、４ページをお開き願います。

歳出です。

１款総務費１８７万２,０００円

２款後期高齢者医療広域連合納付金１億３,６６１万８,０００円。

３款諸支出金２１万円。

４款予備費３００万円。

歳出合計で１億４,１７０万円とするものでございます。

次の事項別明細書等の説明は省略させていただきます。

以上で、平成２４年度別海町後期高齢者医療特別会計の内容説明とさせていただきま

す。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第６号平成２４年度別海町下水道事業特別会計予算、

議案第１１号平成２４年度別海町水道事業会計予算の２件について、順次説明を求めま

す。

建設水道部長。

○建設水道部長（根本幸三君） それでは、議案第６号平成２４年度別海町下水道事業特

別会計予算について説明をさせていただきます。

お手元の平成２４年度別海町下水道事業特別会計予算書の１ページをお開きください。

議案第６号平成２４年度別海町下水道事業特別会計予算。
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平成２４年度別海町下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

第１条、歳入歳出予算。

歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５億２,２００万円と定める。

２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

第２条、債務負担行為。

地方自治法（昭和２２年法律第６７号第２１４条）の規定により債務を負担する行為を

することができる事項、期間及び期限は、「第２表 債務負担行為」による。

第３条、地方債。

地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限

度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

３ページをお開きください。

それでは、第１表、歳入歳出予算の歳入です。項の金額を省略して款の金額で申し上げ

ます。

歳入。

１款分担金及び負担金、１項で３８４万２,０００円。

２款使用料及び手数料、１項と２項で１億５,１８４万２,０００円。

３款国庫支出金、１項で２,１９０万円。

４款繰入金、１項で３億２,３８０万６,０００円。

５款繰越金、１項で１万円。

６款諸収入、１項で７０万円。

７款町債、１項で１,９９０万円。

歳入合計で、５億２,２００万円とするものです。

４ページをお開きください。

歳出です。

１款総務費、１項で１,２３３万６,０００円。

２款下水道施設費、１項で１億２,１２６万８,０００円。

３款集落排水施設費、１項と２項で５,２５０万９,０００円。

４款公債費、１項で３億５６３万６,０００円。

５款給与費、１項で２,７２５万１,０００円。

６款予備費、１項で３００万円。

歳出合計、５億２,２００万円とするものです。

５ページです。

第２表、債務負担行為です。

事項、平成２４年度水洗便所改造等資金融資による金融機関に対する損失補償、これは

貸し付けした資金を返済できないケースが出た場合に、その損失を補償するものでありま

す。期間は平成２４年度から平成２９年度までで、限度額は２１０万円です。

別海町水洗便所改造資金融資条例に基づく金融機関に対する負担、これは平成２４年度

融資分に対する利子補給です。期間は平成２５年度から平成２９年度までで、限度額は１

万円です。

６ページをお開きください。

第３表、地方債です。
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起債の目的、特定環境保全公共下水道事業、限度額が１,９９０万円、起債の方法は普

通貸借、利率は３％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる公的資金について、利率

の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法は公的資金についは、

その融資条件により、その他の場合にはその債権者と協定する。ただし、町財政の都合に

より措置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借り換えすることが

できるとするものです。

次の、歳入歳出予算事項別明細書及び歳入歳出については、説明を省略いたします。

２１ページをお開きください。

給与費明細書です。

１、一般職（１）、総括区分の欄の比較で申し上げます。

職員数１名の増、給与費、給料１１３万５,０００円の増、職員手当４０万２,０００円

の増。給与費、計で１５３万７,０００円の増。共済費８０万１,０００円の増。合計で本

年度２３３万８,０００円増の２,７０１万１,０００円の予定です。

次の、職員手当の内訳、給料及び職員手当の増減明細等の説明は省略をいたします。

２５ページをお開きください。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書です。

下水道事業一般分と臨時財政特例債等の合計で申し上げます。

前々年度末現在高、これは平成２２年度末です、２６億４２６万円。前年度末現在高見

込み額、これは平成２３年度末です、２３億８,５８４万２,０００円。当該年度中、平成

２４年度中増減見込みで、当該年度中起債見込み額１,９９０万円、当該年度中元金償還

見込み額２億４,４７６万５,０００円、当該年度末現在高見込み額２１億６,０９７万７,

０００円の予定です。

以上で、議案第６号の説明を終わります。

続きまして、議案第１１号平成２４年度別海町水道事業会計予算について説明をいたし

ます。

お手元の平成２４年度別海町水道事業会計予算書、１ページをお開きください。

議案第１１号平成２４年度別海町水道事業会計予算。

第１条、総則。

平成２４年度別海町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量を次のとおりとする。

（1）給水件数７,１１７件。

（2）年間総給水量５２８万４,７６１立方メートル。

（3）１日平均給水量１万４,４７９立方メートル。

第３条、収益的収入及び支出。

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収入。第１款水道事業収益、第１項と第２項合わせて６億９,９０６万２,０００円。

支出。第１款水道事業費用、第１項から第３項まで、合わせて５億３７２万円。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億１,３１５万９,０００円は、減債
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積立金１億３,０７６万６,０００円。

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額８１８万４,０００円。

過年度分損益勘定留保資金１億７,４２０万９,０００円で補てんするものとする。

収入。

第１款資本的収入、第１項で９６４万円。

支出。

第１款資本的支出、第１項から第３項合わせて３億２,２７９万９,０００円。

２ページをお開きください。

第５条、一時借入金。

一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。

第６条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また

は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならな

い。

（1）職員給与費６,２６９万７,０００円。

（2）交際費５万円。

第７条、たな卸資産購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は１,５６５万９,０００円と定める。

３ページ、４ページの予算実施計画の説明は省略をいたします。

５ページをお開きください。

平成２４年度別海町水道事業会計資金計画です。

受入資金、支払資金の差し引き金額で申し上げます。

前年度、平成２３年度決算見込み額で２７億２,０１５万３,０００円。当年度予定額が

２８億８０４万３,０００円。増減で８,７８９万円の増となる予定です。

６ページをお開きください。

給与費明細書です。１、総括、比較の合計で申し上げます。

職員数、一般職１名の減、給与費、給料５１０万８,０００円の減。手当、３８２万２,

０００円の減。計８９３万円の減。法定福利費、３１７万７,０００円の減。

合計で、本年度１,２１０万７,０００円減の６,２６９万７,０００円の予定です。

以下、２の給料及び手当の増減内訳、３の給料及び手当の状況、損益計算書、貸借対照

表につきましては、説明を省略いたします。

以上で、議案第１１号の内容説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 次に、議案第１０号平成２４年度町立別海病院事業会計予算の説

明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（真籠 毅君） 議案第１０号の内容説明をいたします。

お手元の町立別海病院事業会計予算書の１ページをお開き願います。

平成２４年度町立別海病院事業会計予算。

第１条、総則。

平成２４年度町立別海病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

第２条、業務の予定量。

業務の予定量は、次のとおりとする。
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１、病床数、９９床。２、年間患者数８万４,９１８人。３、一日平均患者数３１８

人。４、主な建設改良事業、(1)町立別海病院整備事業、事業費１億６,８６０万円。この

主なものは新病院、及び院内保育園の外構工事でございます。

(2)医療機械器具購入事業、事業費２億８,６８７万９,０００円。新病院に設置するＣＴ

装置、検査機器等の購入などが主なものでございます。

第３条、収益的収支及び支出。

収益的収支及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

まず、収入です。

１款病院事業収益、１項から３項合わせまして１９億５,８８０万５,０００円。

支出。

１款病院事業費用、１項から４項合わせまして２５億４４５万１,０００円。

次のページに参ります。

第４条、資本的収入及び支出。

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２,８６２万５,０００円は、過年度分損

益勘定留保資金２,８６２万５,０００円で補てんするものとする。

収入。

１款資本的収入、１項から３項合わせまして６億４,４７２万１,０００円。

支出。

１款資本的支出、１項から３項合わせまして６億７,３３４万６,０００円。

第５条、企業債。

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

起債の目的。町立別海病院整備事業及び医療機械器具購入事業の２事業でございます。

限度額の合計額は３億２,６７０万円。

起債の方法、利率、償還の方法は、いずれも同じでございます。

起債の方法、証書借入、利率３.０％以内、償還の方法、借入先の融資条件による。た

だし、企業財政その他の都合により繰上償還または低利に借り換えすることができる。

第６条、一時借入金。

一時借入金の限度額は、４億５,０００万円と定める。

３ページになります。

第７条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

次に掲げる経費について、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそ

れ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

（1）職員給与費１１億５,３７９万１,０００円。

（2）交際費２００万円。

第８条、他会計からの補助金。

次に掲げる事由により、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりと定

める。

（1）医師及び看護師等の研究・研修に要する経費、３１８万８,０００円。

（2）病院事業職員の基礎年金拠出金にかかる公的資金に要する経費１,７０７万６,０

００円。

（3）病院事業職員の追加費用負担金に要する経費１,８６５万４,０００円。
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（4）子ども手当に要する経費３５８万８,０００円。

（5）院内保育所に要する経費１,０７５万７,０００円。

（6）医師の派遣を受けることに要する経費２,１００万円。

第９条、たな卸資産の購入限度額。

たな卸資産の購入限度額は２億２,１９９万円と定める。

第１０条、重要な資産の取得。

重要な資産の取得は次のとおりとする。

種類、構築物。名称、町立別海病院外構工事。数量、一式。

種類、機械備品。名称、全身マルチスライスＣＴ装置購入ほか。数量、一式です。

第１１条、予定支出の確保の経費の金額の流用。

予定支出の確保の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

決算により消費税及び地方消費税予算に不足が生じた場合、その充当のため項間の流用

ができるものとする。

次に、８ページをお開きください。

平成２４年度町立別海病院事業会計資金計画でございます。

上段になりますが、受入資金の当年度予算額は３４億４,３５９万２,０００円。中段に

なりますが、支払資金の当年度予算額につきましては３２億７,６８７万４,０００円。下

段になりますが、差し引きで１億６,６７１万８,０００円。この額が、平成２５年３月末

の現金預金の残高となる予定でございます。

９ページになります。

次に、給与費明細書を説明いたします。

総括の本年度及び比較の合計で申し上げます。

１、総括。まず、職員数ですが、本年度８２名、比較で２名の減でございます。

給与費につきましては、合計の欄で、本年度９億１,４９９万６,０００円、比較で５,

５３０万５,０００円の減です。

法定福利費、本年度２億３,８８４万５,０００円、比較で２４２万５,０００円の減。

合計欄で、本年度１１億５,３７９万１,０００円、比較で５,７７３万円の減とするもの

でございます。

なお、以下の説明につきましては省略させていただきます。

以上で、議案第１０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 以上で議案第４号から議案第１１号までの平成２４年度別海町各

会計予算８件について、内容説明が終わりました。

ここでお諮りします。

平成２４年度別海町各会計予算の８件については、全員をもって構成する予算審査特別

委員会を設置して、これに付託の上、審査することにしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号から議案第１１号までの８件については、全員をもって構成す

る予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしました。

なお、特別委員会の名称は、平成２４年度別海町各会計予算審査特別委員会とします。

次に、委員長及び副委員長の選出については、さきの議会運営委員会において、先例に
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基づき候補者が選考されております。

お諮りします。

委員長及び副委員長の選出については、議会運営委員会での選考に基づき、委員長に、

１６番佐藤議員、副委員長に、５番西原議員とすることに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、平成２４年度別海町各会計予算審査特別委員会の委員長に１６番佐藤

雄議員、副委員長に、５番西原浩議員と決定しました。

お諮りします。

ただいま、全員による平成２４年度別海町各会計予算審査特別委員会が設置されました

ので、本会議での質疑は省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 異議なしと認めます。

したがって、質疑は省略することに決定しました。

ここで、１０分間休憩いたします。

午前１１時００分 休憩

──────────────

午前１１時０９分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１０ 議案第２０号

○議長（渡 政 君） 日程第１０ 議案第２０号別海町水道事業及び町立別海病院事業

の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

建設水道部長。

○建設水道部長（根本幸三君） 議案第２０号別海町水道事業及び町立別海病院事業の利

益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定について説明をさせていただきます。

別海町水道事業及び町立別海病院事業は、地方公営企業法及び同法施行令に基づき決算

を行ってきております。

地方公営企業法及び関係省令等の一部改正が、平成２４年４月１日をもって施行される

ことに伴い、利益及び資本剰余金の処分と欠損金の処理について条例を定めるか、または

議会の議決によることが可能となりました。このことを踏まえ今回、新たに条例を制定し

基準を定めるものであります。

なお、この条例制定によって、従来行ってきております両公営企業、事業会計決算の内

容及び手法が変わるものではありません。

また、本条例の適用は、平成２３年度決算からとなります。

それでは、議案の朗読をもって議案の説明といたします。

議案の１８ページをお開きください。

別海町水道事業及び町立別海病院事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例。

第１条、目的。

この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。以下、「法」という。）第
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３２条第２項及び第３項の規定に基づき、別海町水道事業及び町立別海病院事業の剰余金

の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、別海町水道事業及び町

立別海病院事業の財政的基盤を確立し、もって別海町水道事業及び町立別海病院事業の健

全な運営に寄与することを目的とする。

第２条、利益の処分等。

別海町水道事業又は町立別海病院事業において、毎事業年度に生じた利益のうち、法第

３２条第１項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額（以下「補

填残額」という。）があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め

る方法により処分するものとする。

（1）事業年度末日において企業債を有する場合、補填残額の２０分の１を下らない金

額（企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填額の２０分の

１に満たない場合にあっては、その額）を企業債の額に達するまで、減債積立金として積

み立てる方法。

（2）事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に

達するまで減債積立金を積み立てた場合、補填残額の２０分の１を下らない金額（当該事

業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の２

０分の１から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下

らない額）を利益積立金として積み立てる方法。

第２項、前項第１号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合

は、同項第２号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金とし

て積み立てることができる。

第３項、前２項の規定により、積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的の

たに積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

（1）減債積立金、企業債の償還に充てる目的。

（2）利益積立金、欠損金をうめる目的。

第４項、前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積

立金をその目的以外に使用することができる。

第３条、資本剰余金の処分等。

毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み

立てなければならない。

第２項、資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

（1）次条第２項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方

法。

（2）資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金そ

の他これらに類する金銭又は物件（以下「補助金等」という。）をもって取得した資産

で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する

金額（物件にあっては、その適正な見積価額をいう。）を控除した金額を帳簿原価又は帳

簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却

を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、もしくは廃棄

した場合において、損失を生じたときは、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り

崩す方法。

第４条、欠損の処理。
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法第３２条の２の規定により、前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、

なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

第２項、前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額が

あるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金（前条第２項第２号の規定に基づき

取り崩す方法により処分することができる部分を除く。）をもってうめることができる。

附則。

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

以上で、議案第２０号の説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第２０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１１ 議案第２１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１１ 議案第２１号別海町職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第２１号の内容について御説明申し上げます。

議案の２１ページをお開き願いたいと思います。

本件につきましては、昨年、９月３０日に出された人事院勧告に基づき、昨年の１１月

２８日開催の臨時議会におきまして、本町職員の給与０.２３％相当の減額を行うため

に、別海町職員の給与に関する条例の一部改正を行ったところでございます。

昨年出された人事院勧告では、さらに平成１８年度の給与構造改革における現給の補償

についての経過措置の廃止についても求めております。

この給与構造改革では、平成１８年度から平成２１年度までの４年間、最大で４号俸の

昇級抑制が実施されました。これに伴って、給料表の切りかえが実施され、切りかえ後の

給料が下回った場合は、その差額分を支給するという現給を補償する経過措置がとられて

おります。

しかし、この経過措置を受ける職員は５０歳代の職員が中心で、民間のこれらの年齢層

と比較して給与差があるということから、この経過措置を平成２４年度から２年間で段階

的に廃止することとし、平成２４年４月１日から２分の１に減額、平成２５年４月１日か

らは廃止とするものでございます。

また、この給与構造改革に伴って昇級抑制された給与の号俸を、若年、中堅の年齢層に

ついて回復を図っていくとするものでございます。

なお、号俸回復につきまして、平成２３年４月１日において、４３歳未満の職員は平成

２３年４月１日から１号俸の回復調整を実施しているところでございます。しかし、昨年

の人事院勧告では、さらに号俸回復の調整を図るよう求めており、平成２４年４月１日時

点で３６歳以上４２歳未満の職員には最大１号俸、３６歳未満の職員には最大２号俸をそ

れぞれ回復する調整を行うもので、今回この号俸回復の調整につきましても必要な改正を

行おうとするものでございます。
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また、平成２５年４月１日における号俸調整は平成２４年４月１日の号俸調整の結果を

見て、今後、人事院規則により最大１号俸の回復調整をするため、必要な改正を行おうと

するものでございます。

それでは、議案説明をさせていただきますが、議案の朗読は行わず議案資料により説明

させていただきます。

資料の１ページをお開き願います。

第１条ですが、別海町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例新旧対照表でございます。

（平成１８年３月１５日、別海町条例第３号）の附則の改正でございまして、改正後で

ございますが、７項の後に、新たに８項を加え、改正前の８項から１２項まで項を繰り下

げ、それぞれ９項から１３項とするものでございます。

新たに加わった８項の内容は、前項の規定による給料の額については、平成２４年４月

１日以後、同項による額からその半額（その額が１万円を超える場合にあっては１万円）

を減じた額とし、平成２５年４月１日以後、同項の規定による給料は支給しないとし、現

給補償の経過措置は平成２４年度に半額とし、平成２５年度に廃止するとするものでござ

います。

次に、第２条、別海町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例でございます。

この改正につきましても、（平成２３年１１月２８日別海町条例第１８号）の附則の改

正でございます。

資料は、１ページの中段から２ページにかけまして記載されております。

改正の内容は、附則の２項の後に、新たに３項と４項の二つの項を追加し、改正前の３

項を５項と改めるものでございます。新たに追加となる附則の３項は、平成２４年４月１

日に号俸の回復調整をする職員の年齢と回復される号俸について、３６歳から４１歳の職

員は１号俸、３５歳以下の職員は２号俸、それぞれ号俸の回復調整を行おうとする内容で

ございます。

改正文を読み上げます。

３項、平成２４年４月１日における号俸の調整。

平成２４年４月１日において、４２歳に満たない職員（同日において、その職務の級に

おける最高の号俸を受ける職員（以下「除外職員」という。）である者を除く。）のう

ち、当該職員の平成１９年１月１日、平成２０年１月１日及び平成２１年１月１日の昇級

その他の号俸の決定の状況（以下「調整考慮事項」という。）を考慮して調整の必要があ

るものとして町長の定める職員の平成２４年４月１日における号俸は、この項の規定の適

用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の１号俸（同日において３６歳に

満たない職員、（同日において、除外職員である者を除く。）であって、当該職員の調整

考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長が定める職員にあっては、２号

俸）上位の号俸とする。

資料の２ページでございます。

４項は、平成２５年４月１日に１号俸の回復調整を行うもので、平成２４年４月１日の

号俸の回復調整を行った状況を考慮して、号俸調整をする必要があると町長が定める職員

に号俸の調整を行おうとするものでございます。

改正文を読み上げて、説明にかえさせていただきます。
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４項、平成２５年４月１日における号俸の調整。

平成２４年４月１日において、別海町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成１８年別海町条例第３号）附則第７項の規定による号俸に関する状況を考慮して町

長の定める年齢に満たない職員（同日において除外職員である者を除く。）のうち、当該

職員の調整考慮事項及び平成２４年４月１日における号俸の調整の状況を考慮して調整の

必要があるものとして町長の定める職員の平成２５年４月１日おける号俸は、この項の規

定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の１号俸上位の号俸とする

ものでございます。

議案の２２ページに戻りまして、下段の附則についてでございます。

附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行するとするものでございます。

以上で、議案第２１号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１５番中村議員。

○１５番（中村忠士君） 単刀直入にお聞きしますけれども、年齢階層によってそれぞれ

の措置が行われるということですけれども、もし調べておられたら具体的に、この層はこ

ういうふうになる、この層はこういうふうになる、この層はこういうふうになるという金

額を含めた説明をいただければ大変ありがたいのですが、お願いします。

○議長（渡 政 君） 総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 今、中村議員の御質問でございますが、現給補償の経過措置

の見直しについてでございますが、これにつきましては、ほとんど５０歳代前半から後半

にかけての職員が対象でございまして、全体では７７名、金額にして年間で７９６万円ほ

どの減額となる見込みでございます。

また、号俸の回復調整でございますが、これにつきましては、４１歳から３６歳の職員

でございますが、年齢別にはちょっと調査した資料が今ないので総体で申し上げます。対

象の職員ですが全体で約２００名ございます。金額では年間で１,２３８万円ほど増額に

なる見込みでございます。

現給補償の見直しと、それから今回の号俸回復の見直しと増減差し引きで、年間で４４

２万円ほど総体では増となる見込みでございます。

以上でございます。

○議長（渡 政 君） 中村議員、よろしいですか。

中村議員。

○１５番（中村忠士君） それ以下、３６歳未満の部分がどういうふうになるかというの

は、変わらないということなのでしょうか、それちょっとそこを確認したいと思うのです

けれども。

○議長（渡 政 君） 総務課長。

○総務課長（宮部正好君） お答えいたします。

３５歳以下については、最大で２号俸上がるということですので、当然ふえます。

○議長（渡 政 君） 中村議員。

○１５番（中村忠士君） ふえるのですね。その人数と額がわかれば教えてください。

○議長（渡 政 君） 総務課長。
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○総務課長（宮部正好君） 失礼しました。４１歳から３６歳までの対象が８８名ほど、

それから３６歳未満、３５歳以下で、これが１１２人、合わせて２００名程度ということ

でございます。金額についてはちょっと総体になっているものですから、今手持ちはござ

いません。すいません。

○議長（渡 政 君） そのほかに、質問ございますか。

１番木嶋議員。

○１番（木嶋悦寛君） 現給補償の部分で、２４年度４月１日から半額ということですよ

ね。それが金額が７９６万円ということでよろしいのでしょうか。そうすると次年度に

は、さらにそれだけの額がまた減額されるということで理解してよろしいのか。

○議長（渡 政 君） 総務課長。

○総務課長（宮部正好君） お答えいたします。

毎年退職者が出ております。その間に現給補償者も年々減っていくことになります。し

たがって、単純に倍にはならず、もっともっと縮小されると思います。

以上です。

○議長（渡 政 君） ほかに質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１２ 議案第２２号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１２ 議案第２２号別海町土地対策委員会設置条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務部次長。

○総務部次長（有田博喜君） 議案第２２号別海町土地対策委員会設置条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。

議案書の２３ページをお開き願います。

別海町土地対策委員会は、別海町における土地対策を総合的、かつ有機的に推進するこ

とを目的としまして、昭和５６年６月２７日、別海町条例第１６号により制定され、同年

７月１日より施行されてきたところであります。

条例第３条、組織の第４項第４号に、平成１９年７月２７日付で解散いたしました土地

開発公社が含まれているため、今回削除しようとするものです。

議案の朗読につきましては省略させていただきまして、議案資料にあります新旧対照表

により御説明させていただきます。

議案資料の３ページをお開き願います。

この表中、右側にあります改正前の表ですけれども、ここに第３条第４項第４号にあり

ます土地開発公社を削除いたしまして、第５号を第４号に繰り上げするものです。

附則といたしまして、この条例は、平成２４年４月１日から施行するものです。

以上で、議案第２２号の説明を終わらさせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第２２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）
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○議長（渡 政 君） ないようですので、質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第２３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１３ 議案第２３号別海町町税条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

税務課長。

○税務課長（田保圭乙君） 議案第２３号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。

議案の２４ページをお開き願います。

今回の改正につきましては、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための

地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震

災からの復興に関し、地方公共団体が実施する必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特

例に関する法律並びに地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、本町の町税条例につ

いて所要の改正を行うものでございます。

改正点につきましては、町たばこ税の税率の改正、退職所得にかかる所得割の額の特例

の廃止、東日本大震災にかかる雑損控除額等の特例にかかる条文の整理、個人町民税の均

等割の税率の特例の制定の４点でございます。

議案は２４ページから２５ページまででございます。

改正条文の朗読は省略させていただきまして、改正の内容につきまして、別冊の議案資

料により御説明申し上げます。

資料の４ページをお開き願います。

番号１番、町たばこ税の税率の改正でございます。

改正条項は、第９６条及び附則第１６条の２でございます。

新旧対照表は、５ページ上段の第９６条及び中段の附則第１６条の２でございます。

改正の内容につきましては、法人実行税率の引き下げと課税ベースの拡大に伴う都道府

県と市町村の増減収を調整するため、道たばこ税の一部を町たばこ税に移譲するものでご

ざいます。

第９６条の改正につきましては、旧３級品以外の町たばこ税の税率を、１,０００本に

つき６４４円引き上げ５,２６２円とするものです。

附則、第１６条の２の改正は、旧３級品の町たばこ税の税率を、１,０００本につき３

０５円引き上げ２,４９５円とするものでございます。

なお、旧３級品のたばこにつきましては、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバッ

ト、バイオレット、ウルマ、この６銘柄でございます。

この改正の施行日は、平成２５年４月１日からでございます。

次に、番号２番、個人町民税の分離課税にかかる所得割の額の特例についてでございま

す。

改正条項は、附則、第９条でございます。

新旧対照表は、５ページ、中段でございます。

改正の内容は、昭和４２年に退職所得にかかる町民税の課税が１年前倒しとなる現年課

税化に改正されたことに伴い当時の金利水準を踏まえ、当分の間の措置として、税額の１

０分の１を控除する特例が設けられたところですが、４０年以上も経過し、また、過去１
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０年間の金利がほぼゼロ金利であることなどから、退職所得にかかる個人町民税額の税額

控除の特例措置を廃止するものでございます。

この改正の施行日は、平成２５年１月１日からでございます。

次に、番号３番、個人町民税、東日本大震災にかかる雑損控除額等の特例についてでご

ざいます。

改正条項は、附則、第２１条でございます。

新旧対照表は５ページ下段から６ページ下段まででございます。

改正の内容は条文の整理でございます。

改正前、第１項と第２項に規定しております、本人の資産の損失を第１項とし、改正

前、第３項と第４項に規定しております、生計を一にする親族の資産の損失を第２項と

し、改正前、第５号を第３項に繰り上げするものでございます。

この改正の施行日は、公布の日からでございます。

次に、番号４番、個人町民税、税率の特例についてでございます。

改正条項は、附則、第２３条でございます。

新旧対照表は６ページ、下段でございます。

改正の内容は、東日本大震災復興基本法第２条に定める基本理念に基づき、平成２３年

度から平成２７年度までの間において実施する施策のうち、全国的に、かつ緊急に地方公

共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、個人町民税の均

等割の税率の特例を定めるものでございます。

平成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人町民税の均等割の税率を、現行の

３,０００円に防災施策財源として、５００円を加算し３,５００円とするものでございま

す。

この改正の施行日は、平成２６年度からでございます。

以上で、議案第２３号別海町町税条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明

といたします。

○議長（渡 政 君） 議案第２３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

１５番中村議員。

○１５番（中村忠士君） 議案資料の中で、１項、２項、４項がそれぞれ増税という内容

になると思うのですけれども、１項については下がって上がるのだから、それは本人に

とってはプラスマイナス、ゼロなのですけれども、町にとっては増収ということになりま

すよね。ちょっとお聞きしますが、１項、２項、４項、それぞれ総体としてどのぐらいの

増収になるのかということをお聞きします。

○議長（渡 政 君） 税務課長。

○税務課長（田保圭乙君） お答えいたします。

２番目の退職所得にかかる部分につきましては、平成１８年度から２２年度までの数字

でお答えさせていただきます。

年間５１名から７１名程度が退職分離課税のお支払いをなされております。１人当たり

につきましては、１万５,０００円から２万１,０００円の増額が見込まれております。年

で９７万円から１２４万円、町税の増額となります。

第３番目の東日本大震災にかかる雑損控除の特例につきましては、内容等変更がござい



─ 26 ─

ませんので、これについては税額の増減についてはございません。

それから、４番目の個人町民税の均等割の増額の部分につきましては、平成２３年度当

初賦課ベースでお答えいたします。

平成２３年度の当初課税ベースで、５００円増額することによりまして、課税人数が

８,１００人ですので、単年で４００万円程度の増額を見込んでおります。たばこ税の部

分についてもということですので、たばこ税につきましては、平成２２年度の実績試算で

いいますと、年間で２,１６０万円の増でございます。

以上でございます。

○議長（渡 政 君） 中村議員。

○１５番（中村忠士君） ４項目のところで、今、約４００万円の増収になるということ

なのですが、３項法律等の説明の中で、それぞれの市町村の防災に充てるというようなこ

とが書かれておりますよね。そういう趣旨の法なのだという説明ですけれども、そういう

ことで増収になった４００万円というのは、具体的に防災のためにどういうふうに使われ

るのかというあたりを、大ざっぱで結構ですから考え方をお知らせ願えたらと思います。

○議長（渡 政 君） 総務部長。

○総務部長（小守 正君） お答えいたします。

平成２６年からの財源ということでございまして、その使途については、今のところ明

らかにはされておりません。防災にということでございます。

○議長（渡 政 君） 中村議員、よろしいですか。

ほかに御質問ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１４ 議案第２４号及び日程第１５ 議案第２５号

○議長（渡 政 君） 日程第１４ 議案第２４号別海町重度心身障害者及びひとり親家

庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第１５ 議

案第２５号別海町乳幼児等医療費に対する付加給付条例の一部を改正する条例の制定につ

いての２件については、関連がありますので一括議題といたします。

内容について、順次説明を求めます。

福祉部次長。

○福祉部次長（齋藤英彦君） 議案第２４号別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の

医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２５号別海町乳

幼児等医療費に対する付加給付条例の一部を改正する条例の制定について、内容説明をい

たします。

議案第２４号、議案第２５号は北海道が行っている医療給付事業について、本年４月１

日から施行される児童福祉法の一部改正により、北海道医療給付事業市町村条例参考例が

改正されたことに伴い、本町においても関係条例の一部を改正するものでございます。

内容といたしましては、関係条例の第３条第１項第２号において、現行の児童福祉法第

２７条第１項第３号に規定する措置のうち、知的障害児通園施設に通所している者以外

は、措置医療費等で全額道が支弁しているので、医療給付事業の対象から除くと規定され

た都道府県の措置規定がうたわれております。

改正児童福祉法では、知的障害児通園施設に通所する者は、都道府県の措置から市町村
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の措置となるため、関係条例の知的障害児通園施設に通所している者を除く文言を削除

し、条例規定の整備をするものでございます。

なお、知的障害児通園施設に通所している者への市町村の措置は、通所支援のみとなる

ため、措置医療費は発生しませんが、医療費の実費負担分は従前同様に医療給付事業の対

象になりますことを申し添えておきます。

それでは、改正内容につきましては、議案資料により説明させていただきますので、議

案資料の８ページをお開き願います。

別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を改正す

る条例新旧対照表でございます。

右側が現行条例、左側が改正案で、下線の部分が今回改正しようとするところでござい

ます。

第３条、助成の対象でございますが、第２号中の（知的障害児通園施設に通所している

者を除く。）を削除する。

附則といたしまして、この条例は、平成２４年４月１日から施行するというものでござ

います。

次に、議案資料の９ページでございます。

別海町乳幼児等医療費に対する付加給付条例の一部を改正する条例新旧対照表でござい

ます。

第３条、受給資格者でございます。

第２号中の（知的障害児通園施設に通所している者を除く。）を削除する。

附則といたしまして、この条例は、平成２４年４月１日から施行するというものでござ

います。

以上で、議案第２４号、議案第２５号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２４号、議案第２５号の２件について、内容説明が終わり

ましたので、これから一括質疑を行います。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） ないようですので、以上で質疑を終わります。

ここで、午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５６分 休憩

──────────────

午後 ０時５７分 再開

○議長（渡 政 君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。

──────────────────────────────────

◎日程第１６ 議案第２６号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１６ 議案第２６号別海町障害者地域生活支援事業

条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉課長。

○福祉課長（佐藤英敏君） 議案第２６号別海町障害者地域生活支援事業条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。

議案の２８ページをお開き願います。
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本改正案は、平成２２年１２月１０日に公布された障害者制度改革推進本部等における

検討を踏まえて、障害保健福祉施策を見直すまでの間において、障害者等の地域生活を支

援するための関係法律の整備に関する法律と大変長い法律名です。以下、そういうことで

訳します。

この整備法の施行日が、原則、平成２４年４月１日とされ、障害者自立支援法の一部改

正関係において成年後見制度利用支援事業を、市町村の地域生活支援事業の必須事業と格

上げされたことに伴いまして、別海町障害者地域生活支援事業条例で定めております事業

に加えるための条例改正です。

改正内容は、議案資料で御説明いたします。資料の１０ページをお開き願います。

新旧対照表です。右側が現行条例、左が改正案、下線部が改正しようとするところでご

ざいます。

第４条ですが、９号として成年後見制度利用支援を加えるものです。

次に、第７条中、第８号を第９号に改めるものです。

また、別表に事業区分として、９、成年後見制度利用支援事業、事業内容として、障害

福祉サービス利用の観点から成年後見制度の利用が有効と認められる障害者などに対し、

成年後見制度の利用を支援することで権利擁護を図る事業。対象者として、判断能力が十

分でない知的障害者及び精神障害者であって、成年後見制度の利用に要する費用につい

て、補助を受けなければ利用の制度が困難であると町長が認めた者という内容の表を加え

るものです。

附則として、この条例は、平成２４年４月１日から施行するというものでございます。

以上、議案第２６号の内容説明といたします。

○議長（渡 政 君） 議案第２６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１７ 議案第２７号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１７ 議案第２７号別海町介護保険条例の一部を改

正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

福祉課参事。

○福祉課参事（清水純夫君） 議案第２７号別海町介護保険条例の一部を改正する条例の

制定について、内容説明を申し上げます。

本条例の一部改正につきましては、平成２４年度からの介護報酬改定、介護保険法施行

令の一部改正に伴い、平成２４年度から２６年度までの第５期介護保険事業計画による事

業量の推計を行い、介護保険料の見直しによる介護保険条例の一部を改正するものです。

内容につきましては、議案資料のほうで説明をさせていただきます。

議案資料の１１ページをお開きください。

新旧対照表となります。右側が改正前、左側が改正後となります。下線部が改正部分と

なります。

第４条、保険料率、第１項中、改正前、平成２１年度を改正後、平成２４年度に改め、
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改正前、平成２３年度を改正後、平成２６年度に改める。同項第１号及び第２号中、改正

前２万４,９００円を、改正後２万４,６００円に改める。同項３号中、改正前３万７,４

００円を、改正後３万６,９００円に改める。同項４号中、改正前４万９,９００円を、改

正後４万９,２００円に改める。同項５号中、改正前５万６,３００円を、改正後５万５,

５００円に改める。同項６号中、改正前６万２,３００円を、改正後６万１,５００円に改

め、同号ア中、改正前２００万円未満を、改正後１９０万円未満に改める。同項７号中、

改正前７万４,８００円を、改正後７万３,８００円に改めるものです。

金額につきましては、平成２１年度から平成２３年度につきまして、特例交付金による

軽減前の金額を本則に規定するよう、国からの通知で規定しておりましたが、平成２３年

度で終了したことから、平成２４年度から２６年度の保険料につきましては、介護保険準

備基金などの取り崩しにより、平成２３年度までの軽減後の基準額４万９,２００円とす

ることから、改正をするものです。

附則といたしまして、第１条、施行期日。

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

１２ページをお開きください。

第２条、適用区分。

この条例による改正後の別海町介護保険条例（以下「新条例」という。）第４条の規定

は、平成２４年度以降の年度分の保険料から適用し、平成２３年度以前の年度分の保険料

については、なお従前の例による。

第３条、平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例。

介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）附則第１６条第

１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。）に規定する第１

号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、新条例第４条第１項の規

定にかかわらず３万９００円とする。

第２項、令附則第１７条第１項及び第２項（同条第３項及び第４項において準用する場

合を含む。）に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率

は、新条例第４条第１項の規定にかかわらず４万８００円とする。

附則の第３条につきましては、第３段階、第４段階の方の保険料を細分化して軽減を図

るものです。

以上で、議案第２７号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１８ 議案第２８号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１８ 議案第２８号別海町営土地改良事業の経費の

賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

農政課長。

○農政課長（山崎 茂君） 議案第２８号別海町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関す
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る条例の一部を改正する条例の制定についての内容について御説明申し上げます。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律が、平成２３年８月３０日付けで公布され、これに伴い土地改良法の一部改正を踏

まえ、本条例中の土地改良法の参照条項の一部改正を行うものでありまして、条例の内容

について変更するものではございません。

それでは、議案資料に基づきまして御説明いたします。

議案書の朗読は省略させていただきます。

議案資料、１３ページをお開きください。

新旧対照表によります改正前、改正後の下線部分の御説明といたします。

改正条項第１条中、第９６条の４を第９６条の４第１項に改めるものでございます。

次に、第３条第１項中、法第１１３条の２第２項を、法第１１３条の２第３項に改める

ものでございます。

議案資料１４ページをお開きください。

改正条項第４条中、法第９６条の４を、第９６条の４第１項に、法第４９条第１項を法

第８８条に改めるものでございます。

附則といたしまして、この条例の施行日は、公布の日からとするものでございます。

以上、議案第２８号の説明を終わらせていただきます。

○議長（渡 政 君） 議案第２８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第１９ 議案第２９号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第１９ 議案第２９号別海町立公園条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

産業振興部次長。

○産業振興部次長（笠原悦雄君） 議案第２９号別海町立公園条例の一部を改正する条例

の制定についての内容を説明いたします。

議案３２ページになります。

本件につきましては、町民憩の森公園の一部を、町立別海病院用地への変更、共生型福

祉施設建設に伴う普通財産への変更、地番及び面積の精査により地番、面積の変更を行う

ものであります。

あわせて小野沼公園及び鉄道記念公園についても精査を行い、地番、面積の変更を行う

ものであります。

町民憩の森公園の変更場所については、議案資料で説明いたします。

議案資料の１５ページをお開きください。

黄色い線が現在の町民憩の森公園の用地でございます。図面右側の赤い線が町立別海病

院用地に変更する部分、１万７,７８８.８４平方メートルです。図面左側の総務部と記載

されている部分が、普通財産に変更する１,６９１.９１平方メートル部分です。

精査の部分も含めまして、変更後の面積は４万６,３３９平方メートルになります。
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資料の１６ページをお開きください。

これが新旧対照表でございます。右側が改正前、左側が改正後となります。

それでは、議案に戻りまして、本文を読み上げ提案をさせていただきます。

別海町立公園条例の一部を改正する条例。

別海町立公園条例（昭和５６年別海町条例第２１号）の一部を、次のように改正する。

第２条の表中、小野沼公園の項を次のように改め、小野沼公園。別海町中春別７４番地

の９。１２・１３・２７・２８・３０・３４・３７・３９・４０・４１・７５番地１９・

２０・３０・５７８番地２。４万６,０２２平方メートル。

同表町民憩の森公園の項を次のように改め、町民憩の森公園。別海町別海新栄町３７５

番地１・常盤町２８２番地１・２９２番地１・９４番１から３・９４番地５・１０３番地

１・１０３番地５。４万６,３３９平方メートル。

同表鉄道記念公園の項を次のように改める。

鉄道記念公園。別海町西春別駅前西町１番地２・２６０番地１・２６９番地１の一部・

２７１番地１・２７２番地１・２７３番地１・２７４番地３・寿町２０５番地１。９,３

４３平方メートル。

附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するというものでございます。

以上で、議案第２９号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第２９号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２０ 議案第３０号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２０ 議案第３０号別海町道路占用料徴収条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第３０号別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条

例の制定についての内容を説明いたします。

議案の３３ページをお開きください。

本案につきましては、現行占用料の基礎となる全国的な地価水準、固定資産評価額を反

映した適正なものとするため、平成２３年４月１日から、国、道の道路占用料の額が改正

されたことに伴い、北海道の条例を準用している別海町道路占用料徴収条例の一部につい

て改正するものであります。

改正点の主なものは、占用料金を定めている別表第２条関係の占用区分、４３項目中３

８項目について占用料の金額の改定を行うとともに、備考欄の金額の計算方法について改

正を行うものです。

議案の朗読につきましては省略し、議案資料により説明をさせていただきます。

議案資料の１７ページをお開きください。

別海町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例新旧対照表で、右側が改正前、左側は

改正後であります。
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今回改正の金額については、下線の表記箇所となっておりますので、後ほどごらんいた

だきたいと思います。

なお、今回の単価の改定率につきましては、平均で１１.２％の引き下げとなっており

ます。

次に、１８ページ、下段、法第３２条第１項第５号に掲げる施設で、地下街、地下室の

階数が右のものについて近傍類似の土地の時価Ａに乗じる計数が０.０１引き上げられ、

０.０７に改めるものです。

次に、２０ページの備考７について、占用数量が１平方メートルもしくは１メートル未

満の計算方法を追加し、改めるものです。

なお、今回の改正により、平成２３年度末の占用数量で料金を算出すると、およそ１０

０万円ほどの減になると見込んでおります。

附則として、この条例は、平成２４年４月１日から施行するものです。

以上で、議案第３０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２１ 議案第３１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２１ 議案第３１号別海町営住宅条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第３１号別海町営住宅条例の一部を改正する条例の制定

についての内容を説明いたします。

議案の３６ページをお開きください。

本条例の改正につきましては、いわゆる地域主権改革一括法に伴う公営住宅法の改正に

より、町営住宅にかかわる現行の入居者資格を継続することとし、あわせて規定の整備を

行うため、この条例を制定しようとするものであります。

なお、今回公営住宅法の入居者資格の要件の緩和については、過疎地域等の人口の減少

が著しい地域において、公営住宅の空き部屋対策を含め、定住の促進を図ることを目的と

しておりますが、当町におきまして、過去３年間の入居者申込み状況を見ましても、１戸

に対して平均２.４倍となっており、現行制度を継続しても空き部屋が増加する状況には

ないことから、これまでどおり低所得者等に重点を置き、高齢者世帯やひとり親世帯、あ

るいは障害を抱えた方に配慮できるような内容としたものです。

議案の朗読につきましては省略し、議案資料により説明をさせていただきます。

議案資料の２１ページをお開きください。

別海町営住宅条例の一部を改正する条例新旧対照表でございます。

右側は改正前、左側が改正後でありますが、左側の改正条文の要点のみを御説明させて

いただきます。

公募の例外として、第５条第１項９号に、その他特別な事情がある場合において、町営
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住宅に入居させることが適当であるものと町長が認めた者を加えるものでございます。

次に、入居者の資格の第６条につきましては、第１項中に入居することができる者を次

の各号に掲げる条件に改め、具備する条件として、第１項第１号に別海町に居住し、また

は勤務場所を有する者であることを加えて、改正前の１号を２号に、２号を３号にと、第

６号まで順次繰り下げるものでございます。

また、次の２２ページ、上段までの３号のア、イ、ウには、入居者が身体障害者である

場合と、特に居住の安定を図るべき裁量階層の入居者収入基準金額を、２１万４,０００

円、本来階層とされる一般入居者の収入基準金額を１５万８,０００円と法改正前の金額

を具体的に明記したものであります。

続く、２３ページにまたがる第２項につきましては、入居申込みの前提となる同居者が

いなくても申込みができる方、いわゆる単身者ということになりますが、その対象基準で

ございます。

１号には６０歳以上の方、２号には障害者基本法に該当する方、３号には戦傷病者特別

援護法に該当する方、４号には原子爆弾被害者に対する援護の法律に該当する方、５号に

は生活保護法に該当する方、６号には海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算し

て５年を経過していない方、７号にはハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等

に関する法律に該当する方、８号には配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する

法律に該当する方としております。

２３ページ、下段の第３項につきましては、被災市街地復興特別法第２１条に該当する

方で、住宅に困窮している方、同条第１項第４号暴力団でない方、同条第１項第６号を対

象とするものです。

次に、２４ページ、上段。入居者資格の特例。

第７条第１項及び第２項については、引用例規の条項名の変更に伴う改定でございま

す。次に、中段でございます。入居者の申込み及び決定。

第８条第２項については、第６条第２項のただし書き、身体上または精神上著しい障害

があるため、常時の介護を必要し、かつ居住においてこれを受けることができず、または

受けることが困難であると認められる者が申込みを行った場合の調査について、追加した

ものです。

また、同条第３項、第４項につきましては、第２項が追加されたため、第３項中の前条

を第１項に改め、改正前の２号を３号に、３号を４号に順次繰り下げるものでございま

す。

次に、２５ページ、収入の申告等、第１５条の第２項及び、続く第２９条第１項におき

ましては、該当する引用例規の条項名の変更に伴う改正でございます。

次に、住宅の明渡請求。第４２条第１項に第８号入居者の不当要求と、第９号町からの

改善要求不履行の条文を加えるものです。

続いて、２６ページの北海道警察本部長の意見の聴取。

第７５条第１項第１号については、該当する条項名の変更に伴う改正でございます。

次に、附則の改正として、８項中の条項名を第１号から第１項第２号に改定するととも

に、附則の９項として平成２８年３月３１日までの間における第６条第２項第１号の規定

の適用については、同号中、６０歳以上の者とあるのは昭和３１年４月１日に生まれた者

とする条項を加えて、平成１８年３月までの入居者基準５０歳の経過措置期限を明確にし

たものです。
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次に、本改正の施行日を、平成２４年４月１日から施行するものとし、経過措置につい

ては、この条例の施行の際、現に町営住宅に入居しているものについては、改正後の条例

の相当規定により入居を認められたものとみなすとしております。

以上で、議案第３１号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２２ 議案第３２号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２２ 議案第３２号別海町地域振興住宅条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第３２号別海町地域振興住宅条例の一部を改正する条例

の制定についての内容を説明いたします。

議案の４０ページをお開きください。

本案につきましては、特別な住宅需要に対して、町営住宅あるいは特定公共賃貸住宅と

同様に町長が適当であると認めた者を、公募を行わず入居させることができるとしたもの

です。

それでは、議案を朗読させていただきます。

別海町地域振興住宅条例の一部を改正する条例。

別海町地域振興住宅条例（平成４年別海町条例第２６号）の一部を次のとおり改正す

る。

第４条に次の１号を加える。

３号、その他特別な事情がある場合において地域振興住宅に入居させることが適当であ

ると町長が認めた者。

附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

以上で、議案第３２号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３２号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２３ 議案第３３号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２３ 議案第３３号別海町公民館条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

中央公民館長。

○中央公民館長（佐藤清美君） 議案第３３号の別海町公民館条例の一部を改正する条例
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の制定についての内容を説明申し上げます。

議案４１ページとなります。

本案につきましては、地域主権改革一括法により、社会教育法の一部改正が平成２３年

８月３０日に公布されたことにより、別海町公民館条例の改正を行うものであります。

改正内容につきまして、議案資料により説明させていただきますので、議案資料の２８

ページをお開き願います。

公民館は、社会教育法に基づき設置されているところですが、今回の社会教育法の改正

内容といたしまして、改正前は、公民館運営審議会委員の委嘱基準については社会教育法

にて定められておりましたが、改正後は、委嘱基準を公民館条例にて定めることとなりま

した。

右側が現行条例で左側が改正案で、下線部分が今回改正しようとするところでございま

す。

左側の改正案の第５条第１項につきましては、現条例に記載はなく社会教育法第２９条

に定められているところの公民館に公民館運営審議会を置くことができるという部分を、

このたび審議会の設置としてつけ加えました。

次の第２項は、今回の社会教育法の改正部分、公民館運営審議会委員委嘱基準を新たに

つけ加えました。また、現条例の第１項、第２項の条文を集約いたしまして、第３項に繰

り下げました。

それでは、条例案を朗読し、提案にかえたいと思います。

別海町公民館条例の一部改正する条例。

別海町公民館条例（昭和４２年別海村条例第４号）の一部を次のように改正する。

第５条を次のように改める。

第５条、法第２９条第１項の規定により、公民館運営審議会（以下「審議会」とい

う。）を置く。

第２項、審議会の委員（以下「委員」という。）は、学校教育及び社会教育の関係者、

家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委

嘱する。

第３項、委員の定数は、１５名とし、その任期は２年とする。ただし、欠員を生じた場

合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行するというものであります。

以上で、議案第３３号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３３号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２４ 議案第３４号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２４ 議案第３４号別海町図書館設置条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

図書館長。
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○図書館長（中川 浩君） それでは、議案第３４号について説明申し上げます。

議案書、４２ページをお開きください。

別海町図書館設置条例の一部を改正する条例の制定でございますが、本議案は、図書館

協議会委員の任命に関するものでございます。

従来、委員の任命につきましては、別海町図書館協議会運営規則により定められており

ましたが、昨年８月に公布されました第２次地域主権改革一括法による図書館法の改正に

よりまして、自治体の条例により定めることとなったものであります。

それでは、議案書での説明は省略いたしまして、新旧対照表で説明いたします。

議案資料の２９ページをお開きください。

右が改正前、左が改正後でございます。

左改正後の第３項、下線部分が今回の改正で追加されたものでございまして、委員の任

命の条項に関するものでございます。

３項、協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動

を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。この条項が追加され

ております。

また、右改正前、第３項及び第４項が左改正後の第４項及び第５項と繰り下げとなりま

す。

附則。この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

以上で、議案第３４号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３４号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２５ 議案第３５号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２５ 議案第３５号別海町少年会館設置条例を廃止

する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

教育部長。

○教育部長（大島 登君） 議案第３５号別海町少年会館設置条例を廃止する条例の制定

について、内容を御説明いたします。

別海町少年会館は、昭和４７年に建設された民間の建物を町が取得して、昭和５３年か

ら青少年の健全育成を図る施設として現在まで使用してきたものです。

建築以来３９年が経過した中で、平成５年の釧路沖地震、平成６年の東方沖地震と二度

の大地震の影響もあって外壁に多数のひび割れが発生しており、基礎コンクリートの剥

離、外部鉄骨の腐食も進み老朽化が著しい状況にあります。

また、施設は昭和５６年以前の旧耐震基準で設計された建物であることから、耐震的に

も安全性が確保されていない状況にあると考えられ、耐震化に加えて老朽化も進行してい

る本施設の大規模な改修工事を計画した場合、多額な予算が必要とされます。

このようなことから、施設を継続的に使用していくために改修するかどうか、検討を進

めてまいりましたが、昨年４月に少年会館の横に中央児童館が新たに完成して指導員も配



─ 37 ─

置され、子供たちの平日、土曜日の安心・安全な遊び場が確保できるようになり、少年会

館の重要な目的であります子供たちの自由な活動の場が中央児童館で担うことが可能と

なったことから閉鎖することとしたものです。

なお、各利用団体には昨年の９月と１０月の２回、説明会を実施して利用できる代替施

設なども申し上げ、御理解をいただいたところです。

それでは、議案書の朗読をもって説明といたします。

別海町少年会館設置条例を廃止する条例。

別海町少年会館設置条例（昭和５６年別海町条例第７号）は廃止する。

附則として、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

以上で、議案第３５号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３５号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２６ 議案第３６号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２６ 議案第３６号町立別海病院建設基金条例を廃

止する条例の制定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

病院事務長。

○病院事務長（真籠 毅君） 議案第３６号町立別海病院建設基金条例を廃止する条例の

制定について、内容説明をいたします。

まず、経過でございますが、新病院の建設資金に充てる目的で、平成２１年３月１０日

に基金条例が設置されました。

ここの基金には、現在まで４団体、７個人により１１件の指定寄附がありまして、預金

利息を含めまして５６６万１,０００円ほどの積み立てがされております。

新病院建設が昨年１０月末に完成したこと伴いまして、今年度末をもって基金の積立を

解約し、建設事業への財源充当等を行い、本基金条例を廃止するものであります。

それでは、議案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。

町立別海病院建設基金条例を廃止する条例。

町立別海病院建設基金条例（平成２１年別海町条例第５号）は廃止する。

附則として、この条例は、平成２４年４月１日から施行する。

以上で、議案第３６号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３６号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２７ 議案第３７号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２７ 議案第３７号北海道市町村総合事務組合規約
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の変更についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

総務課長。

○総務課長（宮部正好君） 議案第３７号の議案説明をいたします。

議案の４５ページをお開きいただきたいと思います。

本件は、上砂川町が本年４月より砂川地区広域消防組合へ加入することとなったことか

ら、共同で処理する消防関係事務を砂川地区広域消防組合において取り扱うため、北海道

市町村総合事務組合規約別表第２、３条関係の共同処理する団体の規約の一部変更につい

て、地方自治法第２８６条第１項の規定による協議を求められましたので、同法第２９０

条の規定により議会の議決を求めるものでございます。

それでは、議案の朗読をもって説明とさせていただきます。

北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約。

北海道市町村総合事務組合規約（平成７年３月７日市町村第１９７３号指令）の一部を

次のように変更する。

別表第２の１から７の項中「、上砂川町」を削る。

附則といたしまして、この規約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条

第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行するとするものでございます。

なお、議案資料の３０ページには規約の変更部分につきまして、新旧対照表を載せてご

ざいますので、後ほどごらんいただきたいと思います。

以上で、議案第３７号の説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３７号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２８ 議案第３８号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２８ 議案第３８号公の施設に係る指定管理者の指

定についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

財政課長。

○財政課長（竹中 仁君） 議案第３８号公の施設に係る指定管理者の指定について、内

容を御説明いたします。

本案は、昨年１２月定例会におきまして指定管理にかかわる条例改正について議決をい

ただきました地域会館並びに福祉館などについて、施設利用の適正かつ利便性を図るべく

平成２４年４月１日から指定管理者を指定したく、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により、議会の議決を求めるものです。

指定管理者の選定に関しましては、本年１月１０日の指定管理者選択委員会を経て、１

月３０日に開催されました指定管理者選定委員会において審議をいただき、公募によらず

従前どおり地域町内会、または運営委員会などに指定管理者となっていただくこと、ま

た、指定の期間は３年間が適当であるという御意見をいただいたところでございます。

指定の内容ですが、指定の期間は平成２４年４月１日から、平成２７年３月３１日ま
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で、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地、また、指定管理者につきま

しては４７ページからの別紙に記載しておりますので、施設の所在地、また管理者の住

所、代表者名は省略させていただき、公の施設の名称と指定管理者の名称を読み上げて、

説明とさせていただきます。

４７ページ、別紙で番号１番から順次読み上げさせていただきます。

指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地の欄で、中春別福祉館、指定管

理者は中春別町内会。中西別福祉館、中西別福祉館運営委員会。奥行会館、奥行町内会。

美原会館、美原連合町内会。光進会館、光進町内会。本別会館、本別連合会。西春別地域

センター、西春別地域センター運営委員会。西春別風連会館、西春別風連会館運営委員

会。本別海地域センター、本別海町内会。豊原会館、豊原連合町内会。大成地域セン

ター、大成地域会館管理委員会。西春別運動広場、西春別運動広場管理運営委員会。床丹

会館、床丹町内会。福島会館、福島地区会。福富会館、福富地区会。北栄会館、北栄町内

会。恩根内会館、恩根内地区会。

４８ページで、高丘会館、高丘地区会。春日会館、春日地区会。上風連東会館、上風連

東部町内会。昭和会館、昭和町内会。中西別第５会館、中西別第５酪農協議会。北矢臼別

会館、北矢臼別地区連合会。開南会館、開南町内会。菊水会館、菊水町内会。富岡会館、

富岡町内会。泉川会館、泉川町内会。平成会館、平成町内会の全２８施設でございます。

以上で、議案第３８号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第３８号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第２９ 議案第４０号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第２９ 議案第４０号町道の路線認定及び廃止につい

てを議題といたします。

内容について説明を求めます。

管理課長。

○管理課長（小西健夫君） 議案第４０号町道の路線認定及び廃止についての内容を説明

いたします。

議案の５２ページをお開きください。

本案は、事業の実施計画に伴う町道１路線、事業の実施に伴う町道２路線及び路線の整

理統合による町道路線の計５路線を一たん廃止とし、改めて４路線として町道に認定し直

すものです。

また、新規の認定路線につきましては、事業の完了に伴う７路線、事業の実施計画に伴

う５路線の合計１２路線を認定するものです。

認定する１６路線につきましては、道路法第８条第２項の規定により、廃止する５路線

につきましては同法第１０条第３項の規定により、議会の議決を求めるものです。

議案の朗読につきましては省略し、議案資料により説明をさせていただきます。

議案資料の３０ページの１をお開きください。

町道の路線認定及び路線廃止にかかわる概要でございます。
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既に認定している町道路線数は６８５路線で、総延長１,１９７.２６０.０１メートル

です。今回の認定分は１６路線で２,６２１.８０メートルです。また、廃止する路線は５

路線で、１,１４１.１６メートルです。

これにより、認定町道は６６９路線、総延長は１,１９８,７４０.６５メートルとな

り、１１路線、１,４８０.６４メートルの増となっております。

なお、町道の路線認定及び路線廃止の位置については、議案資料３１ページから４７

ページに添付しております。説明については省略させていただきます。

以上で、議案第４０号の内容説明を終わります。

○議長（渡 政 君） 議案第４０号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行い

ます。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎日程第３０ 同意第１号

○議長（渡 政 君） 次に、日程第３０ 同意第１号根室町村等公平委員会委員の選任

についてを議題といたします。

内容について説明を求めます。

町長。

○町長（水沼 猛君） 同意第１号根室町村等公平委員会委員の選任について、御説明を

申し上げます。

本件につきましては、根室町村等公平委員会委員の選任について、地方公務員法第９条

の２第２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

根室町村等公平委員会につきましては、根室振興局管内の４町で公平委員会を共同で設

置をいたしておりまして、現在、本町の葛西祐さん、中標津町の池田一昭さん、標津町の

渡辺好之さんの３名の方が委員になっておられます。委員の選任につきましては、関係４

市町で協議をして選出することとなっておりまして、このたび、中標津町の池田一昭さん

が本年３月３１日をもって任期満了となることから、引き続き公平委員会委員として再任

をいたしたく、関係４町の議会の同意を求めるものでございます。

なお、新たな任期は、平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日までの４年間でご

ざいます。

池田さんの主な経歴を若干申し上げたいと思いますが、現在は標津郡中標津町東１３条

北７丁目１番地６にお住まいで、昭和２０年３月２１日生まれの６６歳でございます。

池田さんは昭和４２年に北海道教育大学岩見沢分校を卒業され、同年、中標津町立武佐

中学校の教諭に赴任の後、別海町の中西別中学校、野付中学校に勤務をし、平成４年に中

標津町立俣落中学校の教頭となって、根室市の歯舞中学校勤務の後、平成８年には羅臼町

立植別小中学校で校長となり、羅臼中学校、野付中学校に勤務をされまして、川北中学校

での勤務を最後として、平成１７年３月に教員生活を終えております。

その後、平成１９年３月まで別海町図書館の嘱託副館長として勤務をされております。

平成２０年４月に根室町村等公平委員会の委員に選任され、現在に至っております。

池田さんは、人格、識見ともに優れた方でございますので、ぜひ同意を賜りますよう、

よろしくお願いを申し上げます。
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以上でございます。

○議長（渡 政 君） 同意第１号の内容説明が終わりましたので、本件の質疑を行いま

す。

質疑に入ります。

（「なし」の声あり）

○議長（渡 政 君） 質疑を終わります。

──────────────────────────────────

◎散会宣告

○議長（渡 政 君） 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。

本日は、これで散会いたします。

なお、１２日月曜日は、午前１０時から一般質問を行います。

町長、管理職の皆様、御苦労さまでした。

なお、議員各位におかれましては、若干連絡事項がございますので、そのままお待ちく

ださい。

散会 午後 １時５７分
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上記は、地方自治法第１２３条の規定により会議の次第を記載したものであ

る。

平成 年 月 日

署 名 者

別海町議会議長

議 員

議 員

議 員


